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自
治
基
本
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
！

問
い
合
わ
せ　

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課
（
☎
内
線
５
４
３
）

　

先
月
号
の
「
第
７
章
市
政
運
営

の
基
本
原
則
」
（
第
21
条
）
に
引

き
続
き
、
「
第
７
章
市
政
運
営
の

基
本
原
則
」
（
第
22
条
）
か
ら
解

説
し
ま
す
。

（
外
部
監
査
）

第
23

条　

市
長
は
、
適
正
で
、
効

率
的
か
つ
効
果
的
な
行
財
政
の

運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
必

要
に
応
じ
て
、
外
部
監
査
契
約

を
締
結
し
た
地
方
自
治
法
第

２
５
２
条
の
28
に
規
定
す
る
者

（
以
下
「
外
部
監
査
人
」
と
い

う
。）
に
監
査
を
実
施
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

２　

有
権
者
は
、
地
方
自
治
法
第

75
条
第
１
項
の
請
求
を
す
る
場

合
に
お
い
て
、
併
せ
て
、
当
該

請
求
に
係
る
監
査
に
つ
い
て
監

査
委
員
の
監
査
に
代
え
て
、
前

項
の
外
部
監
査
人
の
監
査
に
よ

る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

解
説

・
第
１
項
は
、
地
方
自
治
法
第

２
５
２
条
の
27
で
定
め
ら
れ
て

い
る
「
包
括
外
部
監
査
契
約
」

目
的
及
び
内
容
等
を
明
確
に
し

た
資
料
等
を
公
表
」
す
る
と
い

う
点
で
す
。
こ
れ
は
、
形
式
だ

け
意
見
公
募
し
て
も
意
見
は
出

て
き
に
く
い
こ
と
、
有
益
な
意

見
が
出
て
く
る
に
は
そ
の
前
提

と
し
て
ポ
イ
ン
ト
を
明
確
に
示

し
た
資
料
等
が
不
可
欠
で
あ
る

こ
と
に
鑑
み
た
も
の
で
す
。

・
第
２
項
で
は
、
市
民
の
意
見
が

提
出
さ
れ
た
際
に
は
、
そ
れ
を

踏
ま
え
て
政
策
等
を
定
め
て
い

く
と
と
も
に
、
提
出
意
見
に
対

し
て
、
市
と
し
て
ど
の
よ
う
に

検
討
し
、
ま
た
政
策
に
反
映
さ

せ
た
の
か
を
公
表
す
る
こ
と
を

定
め
る
も
の
で
す
。

　

次
号
は
「
第
７
章
市
政
運
営
の

基
本
原
則
」
第
26
条
（
公
益
通
報
）

か
ら
掲
載
し
ま
す
。

※
な
お
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
太

宰
府
市
自
治
基
本
条
例
手
引
き
」

（
解
説
）
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

条例の構造

前　文

第1章　総則

第1条 目的　　第2条 条例の位置付け　　第3条 定義　　第4条 自治の基本原則

第8章　条例の見直し

第29条　条例の見直し

第2章  市民 第3章  議会 第4章  市長等 第5章  コミュニティ

第5条  市民の権利

第6条  市民の責務

第7条  子どもの権利等

第8条  事業者等の

           役割及び責務

第9条  議会の役割
　　　 及び責務

第10条  議員の役割
　　　 及び責務

第11条  市長の役割
　　　 及び責務

第12条  職員の役割
　　　 及び責務

第14条  情報提供及び情報公開並びに個人情報の保護

第15条  市民参画

第16条  住民投票

第17条  協働

第13条  コミュニティ

第6章　市民参画の原則

第18条　総合計画等

第19条　政策法務

第20条　財政運営

第21条　組織及び人事政策

第22条　行政評価

第23条　外部監査

第24条　審議会等

第25条　パブリック・コメント

第26条　公益通報

第27条　危機管理

第28条　国及び他の地方公共

　　　　　 団体等との連携

第7章　市政運営の基本原則

施
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
市
民
及
び
専
門

家
等
の
参
画
の
も
と
に
実
施
す

る
も
の
と
す
る
。

２　

市
長
等
は
、
行
政
評
価
の
結

果
を
市
民
に
分
か
り
や
す
く
公

表
し
、
そ
の
結
果
を
施
策
等
に

適
切
に
反
映
さ
せ
る
も
の
と
す

る
。

３　

市
長
等
は
、必
要
な
行
政
サ
ー

ビ
ス
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に

提
供
す
る
た
め
、
行
政
評
価
等

を
通
じ
て
事
務
事
業
等
の
改
善

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

解
説

・「
行
政
評
価
」
と
は
、
限
ら
れ
た

行
政
資
源
（
財
源
、
人
員
等
）

を
最
大
限
に
有
効
活
用
す
る
た

め
、
行
政
が
実
施
す
る
事
業
に

つ
い
て
、
「
ど
の
よ
う
な
成
果

が
あ
っ
た
か
」
「
当
初
設
定
し

た
目
標
が
着
実
に
達
成
で
き
て

い
る
か
」
な
ど
の
視
点
か
ら
、

客
観
的
・
多
角
的
に
、
評
価
・

検
証
を
行
う
も
の
で
す
。
こ
れ

に
よ
り
、
「
事
務
の
改
善
」
「
職

員
の
意
識
改
革
」
「
説
明
責
任

の
向
上
」
が
図
ら
れ
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
行
政
評
価

を
市
政
運
営
に
取
り
入
れ
る
よ

成
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合

や
、
特
定
の
個
人
及
び
団
体
並

び
に
行
政
処
分
に
係
る
場
合
、

高
度
な
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る

場
合
等
、
市
民
公
募
委
員
を
選

任
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
場

合
も
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

ま
す
。

・
第
２
項
で
は
、
選
考
過
程
に
お

い
て
透
明
性
と
客
観
性
を
確
保

す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
ま

す
。
本
市
で
は
、
委
員
の
公
募

方
法
に
無
作
為
抽
出
方
式
を
採

用
し
、
ま
た
、
選
考
方
法
は
書

類
選
考
等
で
行
い
、
さ
ら
に
評

価
項
目
を
事
前
に
明
示
す
る
こ

と
等
に
よ
り
選
考
の
恣
意
性
を

排
除
し
て
い
ま
す
。

・
第
３
項
で
は
、
法
令
等
に
特
別

の
定
め
が
あ
る
場
合
や
非
公
開

情
報
を
審
議
す
る
場
合
、
あ
る

い
は
会
議
を
公
開
す
る
こ
と
で

自
由
な
発
言
が
損
な
わ
れ
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
等
を
除
き
、

政
策
過
程
の
透
明
性
の
確
保
や

情
報
公
開
、
情
報
共
有
の
視
点

か
ら
、
会
議
を
公
開
し
、
ま
た

会
議
録
及
び
会
議
資
料
を
公
表

す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

その８

条
例

み

ん

な

の

自

治

基

本
第
７
章　

市
政
運
営
の
基
本
原
則

（
行
政
評
価
）

第
22
条　

市
長
等
は
、
市
民
に
対

す
る
説
明
責
任
を
果
た
し
、
効

率
的
か
つ
効
果
的
な
市
政
運
営

を
図
る
た
め
、
行
政
評
価
を
実

３　

市
長
等
は
、
原
則
と
し
て
、

審
議
会
等
の
会
議
を
公
開
す
る

と
と
も
に
、
会
議
録
及
び
資
料

を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

解
説

・
第
１
項
で
は
、
多
様
な
視
点
を

確
保
す
る
た
め
、
「
原
則
と
し

て
」
市
民
公
募
委
員
を
選
任
す

べ
き
旨
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

審
議
会
等
は
、
市
政
運
営
に
お

け
る
民
主
性
・
専
門
性
の
確
保

と
い
っ
た
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
い
ま
す
。
諮
問
事
項（
テ
ー

マ
・
課
題
）
に
関
係
の
あ
る
団

体
の
代
表
や
有
識
者
が
メ
ン

バ
ー
に
加
わ
る
の
は
、
そ
の
た

め
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た

メ
ン
バ
ー
だ
け
で
は
得
ら
れ
な

い
、
一
般
市
民
の
視
点
も
あ
り

ま
す
。

　
　

な
お
、
「
適
正
な
委
員
構
成

に
努
め
る
」
と
は
、
審
議
会
等

に
お
け
る
議
論
が
多
様
な
視
点

か
ら
活
発
に
な
さ
れ
る
よ
う
、

市
民
公
募
委
員
の
人
数
を
必
要

十
分
に
確
保
す
る
等
、
委
員
構

成
に
十
分
配
慮
す
べ
き
こ
と
を

指
し
ま
す
。

　
　

ま
た
、
「
原
則
と
し
て
」
と

は
、
法
令
等
に
よ
り
委
員
の
構

う
本
条
を
設
け
た
も
の
で
す
。

・
第
１
項
で
は
、
市
長
等
は
、
市

政
に
関
す
る
説
明
責
任
を
果
た

す
こ
と
や
施
策
の
改
善
な
ど
の

た
め
、
行
政
評
価
を
実
施
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め

て
い
ま
す
。
な
お
、
実
施
に
当

た
っ
て
は
、
行
政
内
部
の
視
点

だ
け
で
は
気
付
き
に
く
い
点
も

少
な
く
な
い
こ
と
に
鑑
み
て
、

市
民
と
専
門
家
等
の
外
部
の
視

点
か
ら
の
評
価
も
取
り
入
れ
て

い
く
こ
と
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

・
第
２
項
で
は
、
評
価
結
果
に
つ

い
て
は
、
市
民
に
わ
か
り
や
す

く
公
表
し
、
市
民
の
意
見
を
求

め
る
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果

や
そ
の
意
見
に
つ
い
て
は
次
年

度
以
降
の
施
策
な
ど
に
反
映
し

て
い
く
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

・
第
３
項
で
は
、
職
員
が
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
の
た
め
、
普
段
か

ら
仕
事
を
改
善
し
て
い
く
こ
と

は
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
施
策

評
価
や
事
務
事
業
評
価
な
ど
、

「
評
価
す
る
」
こ
と
を
通
じ
て

仕
事
の
内
容
を
見
直
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
定

め
て
い
ま
す
。

（
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
）

第
25

条　

市
長
等
は
、
市
政
に

係
る
重
要
な
政
策
等
を
策
定
す

る
と
き
は
、
別
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
事
前
に
そ
の
案
並

び
に
趣
旨
、
目
的
及
び
内
容
等

を
明
確
に
し
た
資
料
等
を
公
表

し
、
広
く
市
民
等
の
意
見
を
求

め
る
も
の
と
す
る
。

２　

市
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
り
提
出
さ
れ
た
意
見
を
踏
ま

え
て
政
策
等
を
定
め
る
と
と
も

に
、
提
出
さ
れ
た
意
見
の
取
り

扱
い
の
結
果
及
び
そ
の
理
由
を

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

解
説

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
制
度

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
政

策
案
へ
の
意
見
を
求
め
、
政
策

の
質
を
向
上
さ
せ
て
い
く
仕
組

み
で
す
。
本
市
で
は
、
既
に
こ

の
仕
組
み
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
の
重
要
性
に
鑑
み
、

本
条
文
を
確
認
的
に
規
定
し
て

い
ま
す
。

・
第
１
項
で
は
、
重
要
な
政
策
等

に
つ
い
て
は
、
市
民
の
意
見
を

求
め
る
こ
と
を
規
定
し
て
い

ま
す
。
特
に
ポ
イ
ン
ト
と
な
る

の
は
、
「
そ
の
案
並
び
に
趣
旨
、

お
よ
び
「
個
別
外
部
監
査
契
約
」

を
行
う
た
め
に
は
条
例
で
定
め

る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る

た
め
（
地
方
自
治
法
第
２
５
２

条
の
36
第
１
項
第
３
号
、
同

法
第
２
５
２
条
の
39
第
１
項
）、

そ
れ
を
定
め
る
も
の
で
す
。

・
第
２
項
は
、
有
権
者
が
上
記
の

う
ち
「
個
別
監
査
契
約
」
に
基

づ
く
外
部
監
査
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま

す
。
な
お
、
請
求
後
の
取
り
扱

い
（
流
れ
）
は
、
地
方
自
治
法

第
２
５
２
条
の
39
第
３
項
以
下

の
規
定
に
従
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

（
審
議
会
等
）

第
24

条　

市
長
等
は
、
審
議
会
等

（
地
方
自
治
法
第
２
０
２
条
の

３
に
規
定
す
る
附
属
機
関
そ
の

他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
を
い
う
。）

の
委
員
を
選
任
す
る
場
合
は
、

適
正
な
委
員
構
成
に
努
め
る
と

と
も
に
、
原
則
と
し
て
そ
の
一

部
を
市
民
か
ら
の
公
募
に
よ
っ

て
選
任
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

市
長
等
は
、
前
項
の
公
募
を

行
う
と
き
は
、
選
考
過
程
の
透

明
性
及
び
客
観
性
の
確
保
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

みんなの条例　自治基本条例


